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Ⅰ．前言 

１．戦略の趣旨 

人口減少や高齢化による労働力不足に伴い、生産力低下による地域経済の停滞が懸

念されたことから、当市では平成２９年に『東北自動車道黒石インターチェンジを活用

したロジスティクス戦略』（以下、「戦略」という。）を策定し、物流の最適化を図り、

地域産業の活性化を目指しました。国では、令和３年６月に『物流施策大綱』を策定し、

その中で物流を取り巻く現状・課題に、『物流産業における労働力不足の社会問題化』、

『災害の激甚化・頻発化により露呈した物流ネットワークの脆弱性』、『国際物流を取り

巻く環境の変化』、『物流における新技術の導入の進展』を挙げております。 

当市としても物流を取り巻く国や産業等の状況を考慮しながら、物流の課題解決等

を図り、更なる地域産業の活性化を進める必要があります。 

この第二期戦略（令和５年度～令和１４年度）は、第一期戦略（平成２９年度～令和

３年度）を踏襲しつつ、新たに『東北自動車道黒石インターチェンジ』を活用したロジ

スティクス（※１）の方向性を示すものです。 

２．戦略策定の背景 

（１）『東北自動車道黒石インターチェンジ』は、青森県のほぼ中央部に位置する優位

性をもち、その周辺には戦略実現を支える広大な用地を確保できる可能性がある

こと。 

（２）黒石市内のみならず国内において、人口の減少や高齢化による生産年齢人口の減

少により減少傾向にある労働力に対応するために、周辺地域の各産業分野におい

て物流・商流の改善・最適化に向けた動きが加速されている状況にあること。 

（３）第一期戦略のエリア２８ｈａのうち約１０ｈａで５社が操業を開始し、１社が操

業を予定しており、既に操業済みの企業やエリアを活用する企業の取組により、一

定の成果を上げているが今後一層効率的な輸送体制の確立が求められていること。 

（４）国は、総合物流施策大綱を定め、その中で物流が直面する課題に対し、物流デジ

タルトランスフォーメーション（ＤＸ）（※２）や物流標準化の推進によるサプライ

チェーン全体の徹底した最適化（「簡素で滑らかな物流」の実現）、労働力不足対策

と物流構造改革の推進（「担い手にやさしい物流」の実現）、強靭で持続可能な物流

ネットワークの構築（「強くてしなやかな物流」の実現）を観点とし、関連する施

策を推進していくこととしていること。 

（５）第一期戦略を進めて行った過程で、残存する戦略エリアが第一種農地（※３）で

あるため、企業進出のハードルが高いことまた、戦略エリアの優位性を高めるため

の『東北自動車道黒石インターチェンジ』を中心とした周辺インフラの効率的な活

用のあり方が課題であること。 
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Ⅱ．ロジスティクス戦略の取り組み方針 

１．物流、流通事業者などによる輸送プラットフォームの構築 

青森県内のほぼ中央部に位置している『東北自動車道黒石インターチェンジ』の優位

性を生かし、黒石市及びその周辺地域の主力産業である農産物のみならず、建築資材や

工場製品等幅広い業種、企業の物流の合理化を実現するため、物流、流通事業者と協力

して設備やシステム等（輸送プラットフォーム）の構築を目指します。 

２．既存の周辺インフラとの連携 

当市の戦略エリアは、既存の周辺インフラとして、東北自動車道黒石インターチェン

ジのみならず、国道１０２号及び青森県道１３５号線（吹上金屋黒石線）とも隣接して

おり、これらを有効に活用することで更なる優位性と利便性の向上を図ることができ

ることから、周辺インフラとの効率的な連携をするための手法検討及び戦略エリアの

拡大を目指します。 

３．物流の拠点化、最適化に伴う荷主事業者を含む関係事業者への対応 

中核的な物流拠点等の整備に伴い、物流関連企業の誘致を進めるだけでなく、誘致し

た物流関連企業を周辺の企業が荷主として利用する等、地域産業全体の効率化が図ら

れる環境を事業者と協力し整備します。 

４．新しい輸送システムの先駆的対応 

国の総合物流施策大綱において、トラックドライバーの魅力的な労働環境の整備に

向けた取組とドライバー不足対策及び物流の効率化を図るための取組を推進すること

としています。黒石市でも労働者不足への対応として、国の動き等や輸送システムの先

進事例及びこれらに必要な設備等を物流関連企業と協力しながら、調査、研究し『ダブ

ル連結トラック』を始めとする先駆的対応を推進します。 
 

Ⅲ．ロジスティクス戦略実現に向けた取組み 

取組については、第一期戦略の輸送プラットフォーム構築や物品供給プロセス最適化

などをめざす関連事業者の誘致・促進の取組に加え次の事項を実施します。 

１．戦略エリアの用地に係る対応 

当市の戦略エリアを周辺インフラや国道１０２号と黒石インターチェンジを結ぶ連

結道路（以下、「黒石インターチェンジ連結道路」という。）の活用方法を踏まえ、第一

期戦略で示したエリアの範囲のみならず、青森県道１３５号線側に視野を向け物流企

業を中心に誘致を進めます。また、県、関係団体及び地権者等と協議し企業が『地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律』（地域未来投資促進

法）等の優遇制度を活用し進出しやすいよう必要な計画を整備します。 

 



3 

 

２．黒石インターチェンジ連結道路の活用への対応 

当市の戦略エリアの効率性の向上及び新しい輸送システムの受け皿となるよう、黒

石インターチェンジ連結道路と戦略エリアへの効率的な乗り降りの実現へ向けて検討、

協議を進めます。 

３．物流企業及び地域産業への対応 

地域産業全体の効率化が図られるよう当市の戦略エリア進出済み企業や近隣の物流

関連企業、地域の産業を支える企業等と検討、協議し、物流関連企業と荷主企業ともに

効果的な仕組みの構築を目指します。 

４．新しい輸送システム等への対応 

地域の物流企業と協力し、当市の戦略エリア及び周辺インフラを有効活用する手法

として、『ダブル連結トラック』の実現に向けて国や大手物流企業等の動向を注視しな

がら調査、研究します。また、『ダブル連結トラック』のみならず『自動運転』や技術

的な進歩によるさらに先駆的な対応についても調査、研究します。あわせて、新しい輸

送システム等へ対応するために必要な荷捌き場等の施設の考え方についても調査、研

究します。 

 

Ⅳ．ロジスティクス戦略実現により期待される効果 

物流の拠点化・最適化による地域産業の競争力強化とそれに伴う地域経済への寄与が

期待されます。特に以下の効果が期待できます。 

（１）商品原材料調達から生産加工、在庫管理、流通、販売等の効率化により輸送コス

トの合理化が図られ、地域産業の競争力向上が可能となります。 

（２）新しい輸送システムに対応することで、トラックドライバー等の効率的な働き方

や労働力不足への対応が可能となります。 

（３）効率的な運送方法によりＣＯ２削減や燃料削減等の環境効果への波及が期待さ

れます。 

（４）農産物・工業製品等を含めた地域産品の供給の円滑化による需要拡大と地域産業

への物資の安定した供給が期待されます。 

（５）戦略エリアへの企業進出及び関連企業（運送業や製造業等）の事業拡大により、

新たな雇用機会の創出が期待されます。 

（６）国が取り組む物流標準化への動きに迅速な対応が可能となります。 

（７）戦略エリア全体が産業集積として高度化されることで優れた技能を持つ新たな

人材（人財）が企業及び地域に確保できる可能性が広がります。 

※都市計画道路３・４・７（黒石環状線）の終点である国道１０２号（戦略エリア入

口）までが繋がることで、更に効果が大きくなることが見込まれる。  
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Ⅴ．ロジスティクス戦略の期間 

第２期 令和５年度から１０年間（２０２３年度～２０３２年度） 

     ・前期として令和５年度から５年間（２０２３年度～２０２７年度） 

・後期として令和１０年度から５年間（２０２８年度～２０３２年度） 

 ※ 前期５年間終了時にその取組内容を総括し、後期の５年間のスケジュール

の見直し等を行います。 

◎戦略推進計画スケジュール（想定） 

 
 

Ⅵ．推進体制 
○ロジスティクス戦略を推進するために必要な組織体制を整備します。 

○市役所の関係する課等で構成する検討会を設置します。  

方針見直し

基本計画調整 地域未来投資促進法優遇制度適用

制度見直し

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度

戦略エリアの
用 地に 係る
対 応

拡 大 方 針 の
庁 内 検 討

優 遇 制 度 の 整 理
(地域未来投資促進法 ) 計画見直し 新規制度検討 新規優遇制度適用

項目

第２期

前期 後期

2023年度 2024年度

黒 石 Ｉ Ｃ
連 結 道 路
の 活 用
へ の 対 応

戦略エリアインフラ
整 備

連 結 道 路 の
利 活 用 検 討

連 結 道 路
関 係 機 関 協 議

整 備 計 画 作 成 、
工 事 着 手

関 係 機 関
協 議

法 令 に 基 づ く
手 続 き

企 業 へ の
誘 致 活 動

進 出 企 業 と の
協 議

企 業 進 出 に 係 る
関 係 機 関 協 議

物流企業及び
地 域 産 業
へ の 対 応

効率的な運送方法
等 の 調 査 ・ 研 究

物流企業と運送方法
等に係る検討・協議

荷主企業と運送方法
等に係る検討・協議

効率的な運送方法等
の 具 体 化 案 作 成

効率的な運送方法等
の 実 施

新 し い 輸送
システム等へ
の 対 応

新しい輸送システム
等 の 調 査

物 流 企 業 等
情 報 交 換

法 令 に 基 づ く
手 続 き
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【参考】 

◎戦略推進イメージ 

 

 

■第一期計画エリア・・・約２８ｈａ 

 ■企業進出エリア・・・約１０ｈａ（６社） 

 ■新たに開発を検討する区域・・・約１０ｈａ 

  ※面積は現況地積からの実測値 

 

 

  

「ゼンリンの住宅地図データを使用しています。」（C）2022 ZENRIN CO.,LTD

第一期計画

約２８ｈａ

企業進出済

青
森
県
道
１
３
５
号
線

（
吹
上
金
屋
黒
石
線
）

【第二期計画検討区域】

新たに開発を検討

する区域 約１０ｈａ
黒石インターチェンジ

連結道路

黒石インター

チェンジ

都市計画道路（予定）
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【用語説明】 

※１ ロジスティクス［青森県ロジスティクス戦略２nd ステージ参照］ 

ロジスティクスとは、もともと武器、弾薬、燃料等を前線に補給する「兵站」とい

う軍事用語ですが、この概念を流通分野に当てはめ、原材料の調達、生産、保管、販

売、情報などの流通分野全体の流れを表す言葉として使われています。 

「物流」は、工場、倉庫、店舗、一般家庭等各拠点間の輸送、保管、荷役、流通加

工、情報処理を表す概念として使われるのに対し、「ロジスティクス」は、個々の拠

点間を結ぶ物流に加え、それらの間のお金や書類の流れである「商流」をも含んだ全

体の最適化を目指す概念となります。 

 

 

 

※２ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ：Digital Transformation） 

［令和３年版 情報通信白書及びデジタルトランスフォーメーションを推進するた

めのガイドライン（ＤＸ推進ガイドライン）参照］ 

『デジタルトランスフォーメーション』という概念は、２００４年にスウェーデンの

ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱されました。教授の定義によ

ると、「ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」と

されています。 

その後、経済産業省が公表した『デジタルトランスフォーメーションを推進するため

のガイドライン（ＤＸ推進ガイドライン）』においては、「企業がビジネス環境の激しい

変化に対応し、データデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品サー

ビス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、企業文化・風土を変

革し、競争上の優位性を確立すること」としています。 
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※３ 第一種農地［農林水産省資料参照］ 

農業振興地域のうち農用地区域以外の農地または農業振興地域以外の農地で集団農

地（10ha 以上）、農業公共投資対象農地、生産力の高い農地をいう。『第一期から引き

続き検討する区域』及び『新たに開発を検討する区域』のいずれも第一種農地に該当し

ており、農業振興地域からの除外及びその後の農地転用は、原則不許可です。（法令に

基づいた例外許可はあり。） 

なお、第一期戦略で企業進出済みの場所については、元々が第三種農地に該当しま

す。 

図２ 農地転用許可制度概要から抜粋 

 

 


